
【水産業協同組合の検査】 

 
１ 検査の方針 

水産業協同組合が経済事業、指導事業等の活動を通じて、漁業者及び水産加工
業者の協同組織としての負託に応えうる健全な経営を確保していくため、東日本
大震災・原子力発電所事故からの復旧・復興に係る各種施策の推進その他社会情
勢の変化を踏まえながら、合法性、合理性及び合目的性の視点を基本に据え、重
点事項に焦点を当てた検証を行うことにより、効率的かつ効果的な検査を実施し
ます。 
 また、組合においても検査指摘事項の趣旨を正しく理解し、改善に着手できる
よう双方向の議論を行い、一層深度ある検査の実施に努めます。 

 
２ 検査の重点事項 

  上記の検査方針を踏まえ、次の事項を検査の重点事項としています。 
  ただし、検査対象組合の実施する事業等に則して検査します。 
(1) 経営管理（ガバナンス）態勢の確立 

   ア 内部けん制態勢の確立 
(ｱ) 日常業務に係るチェック態勢の構築 
(ｲ) 監事監査及び内部監査の適切かつ十分な実施 

イ  規約等に基づく適正な事業運営 
ウ  特に、財務、経営状況が悪化している組合における事業・経営改善に向け 
た取組 

エ 大規模自然災害の発生時等における業務継続体制等の構築 
(2) 法令等遵守態勢の確立 

   ア 役員のコンプライアンスに対する意識の醸成と職員への周知徹底 
イ 定款、規約及び諸規程等の整備と運用 

ウ 自己資本の額の充足状況及び充足していない場合の対応策等 
エ 正組合員の資格審査状況 
オ 組合員管理（特に反社会的勢力等排除の取組）の状況と個人情報の保護・ 
管理 

カ 不祥事件等の未然防止 
キ 組合員に直接奉仕するという水産業協同組合法の趣旨に合致した事業実 
施の状況 

(3) 財務の健全性確保 
ア 会計原則に則した会計処理 
イ 伝票・帳簿等の適正な作成及び管理 
ウ 適正な財務諸表（決算関係書類）等及びディスクロージャー誌の作成 
エ 債権債務、棚卸資産等の適正な管理 

 (4) 共済事業の適正化 

ア 共済契約の適正化（架空・借名契約、重要事項説明、意向確認） 
イ 共済掛金の収納、返戻金処理等の適正化 
ウ 共済金支払事務の適正化 

 (5) 経済事業の適正化 
ア 経済事業の収支改善に向けた取組状況 
イ 適正な債権債務管理と在庫管理 
ウ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の遵守状況 



３ 検査の種類 

 

 種類 内容 

法的根 
拠によ 
る分類 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

常例検査 法第123条第４項に基づき、出資組合等について毎年
１回を常例として行う検査 

随時検査 法第123条第３項に基づき、信用事業又は共済事業を
行う組合等の事業の健全な運営を確保するために行
政庁が必要と認めるときに行う検査 

要請検査 法第127条第１項に基づき、随時検査のうち、信用事
業又は共済事業を行う組合等に関して都道府県知事
の要請があり、かつ、主務大臣が必要と認めるとき
に行う検査 

認定検査 法第123条第２項に基づき、法令、法令に基づいてす

る行政庁の処分又は定款等に違反する疑いがあると
認めるときに行う検査 

請求検査 法第123条第１項に基づく組合員の請求による検査 

子法人等、信
用事業受託者
及び共済代理
店検査 

法第123条第５項に基づき、組合の検査をする場合に
おいて、当該組合の子法人等の検査が特に必要であ
ると認めるときに行う検査  

検査実 
施範囲 
による 
分類 
 
 

全面検査 検査対象組合の全部門について行う検査 

部分検査 特定部門について重点的に検査する必要がある組合
に対し、特定部門を対象に実施する検査 

事後確認検査 常例検査、随時検査又は認定検査を実施した組合を
対象として検査実施後一定期間内に検査で指摘した
事項の是正又は改善の状況を確認する検査 

注）法…水産業協同組合法 
 


